
i n f o r m a t i o n

親
子
で
ホ
タ
ル
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ

生
涯
学
習
振
興
課

☎
９
７
８
―
２
２
２
７

ホ
タ
ル
の
観
察
を
通
し
て
、
そ
の
生
態
や

環
境
と
の
関
わ
り
を
知
る
と
共
に
、
科
学
的

な
見
方
や
考
え
方
を
学
び
ま
す
。

ま
た
、
親
と
子
が
一
緒
に
観
察
す
る
こ
と

で
心
の
き
ず
な
を
深
め
ま
す
。

【
と　

き
】
５
月
28
日
（
土
）

午
後
６
時
30
分
〜
午
後
９
時
30
分

【
と
こ
ろ
】
沖
縄
県
立
石
川
青
少
年
の
家

【
対　

象
】
市
内
在
住
の
小
学
生
以
上
の
親
子

【
定　

員
】
60
名

【
参
加
料
】
一
人
１
０
０
円

　
　
（
保
険
料
・
資
料
代
）

【
申
込
方
法
】
生
涯
学
習
振
興
課
へ
電
話
で

直
接
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

【
申
込
期
限
】

５
月
13
日（
金
）〜
５
月
20
日（
金
）

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
30
分

※
定
員
に
達
し
次
第
締
め
切
り
ま
す
。

地
デ
ジ
化
お
済
み
で
す
か
？

情
報
課

☎
９
７
３
―
５
２
０
４

今
ま
で
の
テ
レ
ビ
放
送（
ア
ナ
ロ
グ
放
送
）

は
、
平
成
23
年
７
月
24
日
で
終
了
し
ま
す
。

地
デ
ジ
化
に
関
す
る
支
援
を
ご
紹
介
し
ま

す
。

○
国
の
支
援
（
そ
の
１
）

　

総
務
省
で
は
、
経
済
的
な
理
由
（
生
活
保

護
世
帯
や
障
が
い
者
が
い
る
世
帯
で
、
世
帯

全
員
が
市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
な
ど
）
で

地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
が
ま
だ
受
信
で
き
な
い

方
に
対
し
て
、
簡
易
な
チ
ュ
ー
ナ
ー（
１
台
）

を
無
償
で
給
付
・
設
置
し
、
必
要
に
応
じ
て

ア
ン
テ
ナ
工
事
な
ど
の
支
援
を
行
い
ま
す
。

【
お
問
い
合
わ
せ
】

総
務
省　

地
デ
ジ
チ
ュ
ー
ナ
ー
支
援
実
施
セ
ン
タ
ー

☎
０
５
７
０
―
０
３
３
８
４
０

○
国
の
支
援
（
そ
の
２
）

総
務
省
で
は
、
世
帯
全
員
が
、
市
町
村
民

税
非
課
税
世
帯
に
対
し
て
、
簡
易
な
チ
ュ
ー

ナ
ー（
１
台
）
を
無
償
で
給
付
し
ま
す
。

【
お
問
い
合
わ
せ
】

総
務
省　

地
デ
ジ
チ
ュ
ー
ナ
ー
支
援
実
施
セ
ン
タ
ー

☎
０
５
７
０
―
０
２
３
７
２
４

○
県
の
支
援

沖
縄
県
で
は
、
世
帯
全
員
が
、
市
町
村
民

税
非
課
税
措
置
を
受
け
て
い
る
世
帯
を
対
象

に
、
地
デ
ジ
機
器
の
購
入
費
用
と
し
て
最
大

１
２
，
０
０
０
円
（
１
世
帯
１
回
の
申
請
）

を
補
助
し
ま
す
。

【
お
問
い
合
わ
せ
】

　

地
デ
ジ
支
援
し
隊
事
務
局

☎
０
９
８
―
９
５
１
―
２
７
０
０

【
申
請
期
限
】
７
月
24
日
（
消
印
有
効
）

【
申
請
方
法
】
郵
送
に
よ
る
申
込
み

【
申
込
書
一
式
】

　

情
報
課
（
本
庁
２
階
）
に
備
え
て
い
ま
す

○
地
デ
ジ
支
援

デ
ジ
サ
ポ
で
は
、
地
域
で
開
催
さ
れ
る
地

デ
ジ
の
相
談
会
に
参
加
で
き
な
い
高
齢
者
等

の
方
々
の
た
め
に
無
料
で
「
戸
別
相
談
（
訪

問
相
談
）」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

訪
問
依
頼
を
し
て
１
週
間
以
内
を
目
途

に
、
デ
ジ
サ
ポ
か
ら
連
絡
が
あ
り
日
程
の
調

整
が
あ
り
ま
す
。

【
お
問
い
合
わ
せ
】

　

デ
ジ
サ
ポ
沖
縄

　

☎
９
９
３
―
１
０
０
２

◆市民無料法律相談

「春季行政相談強調週間」特設行政相談所

全国一斉「人権擁護の日」特設人権相談所

◆消費者相談

うるま市顧問弁護士：ゆあ法律事務所　宮國英男弁護士
【と　き】　毎月第２木曜日　午後２時～午後４時
【ところ】　石川庁舎（１階市民相談室）
【受　付】　市民ロビー　午後１時受付開始

【と　き】　毎月第４木曜日　午後２時～午後４時
【ところ】　本庁（１階市民相談室）
【受　付】　２階市民生活課　午後１時受付開始
※先着８名
午後１時から受付カードを配布しますが、法律相談は先着８
名までとなっておりますので、お早めにご来庁ください。窓
口が大変込み合い相談を受けることが出来ない場合があり
ますので予めご了承ください。

行政相談制度に関する国民の理解と認識を深め、本制度の
利用の促進を図るため、５月16日（月）から５月22日（日）ま
での１週間を「春季行政相談強調週間」と定めています。本
市では、下記のとおり一斉特設行政相談所を開設しますの
で、お気軽にご相談ください。
【と　き】　５月19日（木）午前10時～午後４時
【ところ】　市役所本庁（３階第一会議室）、石川庁舎（１階

市民相談室）、勝連庁舎（１階社協ボランティア
室）、与那城庁舎（３階第3会議室）←与那城のみ
人権相談と合同開催

全国人権擁護委員連合会においては、人権擁護委員法の施
行日である６月１日を「人権擁護委員の日」と定めています。
当市では、下記日程で特設人権相談所を開設致しますので、
お気軽にご相談ください。
【と　き】　６月１日（水）午前10時～午後４時
【ところ】　市役所本庁（３階第一会議室）、石川庁舎（１階

市民相談室）、勝連庁舎（１階社協会議室）、与那
城庁舎（３階第３会議室）

【と　き】　毎週水曜日　午前10時～午後４時
【ところ】　市役所本庁　1階市民相談室
※相談は無料で秘密は固く守られます。お気軽にご相談ください。

連絡先：市民生活課　☎９７３－５４８７
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